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詳しくはこちら▶

①年齢 婚姻日において夫婦ともに３９歳以下

②婚姻日　令和７年１月１日～令和７年１２月３１日

③所得 夫婦の合計所得が５００万円未満

　※奨学金を返済している場合は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除

　※所得５００万円の目安：年収約６７０万円前後

④その他

　・市税（甲賀市民税・固定資産税・軽自動車税）の滞納がないこと

　・過去に当補助金（他市町村含む）の受給歴がないこと

　・資格認定申請日から１年以上甲賀市に定住する意思があること

今年度初めて申請される世帯 ※①～④のすべてを満たす必要があります。

   対 象 と な る 世 帯    

①前年度において、資格認定申請を受けていること

②前年度において、上限３０万円を受給されていないこと

③市税（甲賀市民税・固定資産税・軽自動車税）の滞納がないこと

前年度に引き続き申請される世帯 ※①～③のすべてを満たす必要があります。

交付申請時交付申請時
１.キャッシュカードや通帳などの
　 口座情報がわかるものの写し

２.資格認定通知書の写し

３.物件の売買契約書及び領収書の写し
（物件購入の場合）

４.物件の賃貸契約書及び領収書の写し
（物件賃貸の場合）

５.住宅手当支給証明書(様式第４号)
（物件賃貸の場合）

６.引っ越しに係る領収書の写し
（引っ越しの場合）

７.離職票または退職証明書等
（離職中の場合）

１.住民票

２.婚姻届受理証明書

３.所得証明書

４.貸与型奨学金の返済額がわかる書類
（奨学金返済中の場合）

資格認定申請時資格認定申請時

申請に必要な書類申 請 に 必 要 な 書 類


